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公
益
認
定
を
受
け
た
法
人
の
監
督
に
つ
い
て

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
六
月
二
日
法
律
第
四
十
九
号
）

公
益
法
人
の
監
督

委
任
・
諮
問
・
準
用
等

第
二
章

第
三
節

公
益
法
人
の
監
督

（
報
告
及
び
検
査
）

第
二
十
七
条

行
政
庁
は
、
公
益
法
人
の
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た

（
権
限
の
委
任
等
）

め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
公
益

第
五
十
九
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
権
限

法
人
に
対
し
、
そ
の
運
営
組
織
及
び
事
業
活
動
の
状
況
に
関
し

（
中
略
）
を
委
員
会
に

す
る
。

必
要
な
報
告

委
任

を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、

、
そ

２

行
政
庁
が
都
道
府
県
知
事
で
あ
る
場
合
に
は

第
二
十
七
条
第
一
項
中

行

当
該
公
益
法
人
の
事
務
所
に
立
ち
入
り

、

「

」

「

」

、

の
運
営
組
織
及
び
事
業
活
動
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件

政
庁

と
あ
る
の
は

と

第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
制
の
機
関

を

、
若
し
く
は
関
係
者
に

。

「
そ
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
庶
務
を
つ
か
さ
ど
る
職
員
」
と
す
る
。

検
査
さ
せ

質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

２
（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
携
帯
）

３
（
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
）

（
勧
告
、
命
令
等
）

（
委
員
会
へ
の
諮
問
）

第
二
十
八
条

行
政
庁
は
、
公
益
法
人
に
つ
い
て
、
次
条
第
二
項
各
号
の
い
ず

第
四
十
三
条

内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
第
八
条
又
は
第

れ
か
に
該
当
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

二
十
八
条
第
五
項
（
第
二
十
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

公
益
法
人
に
対
し
、

む

）
の
規
定
に
よ
る
許
認
可
等
行
政
機
関
の
意
見
（
第
六
条
第
三
号
及
び

期
限
を
定
め
て
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告

。

を
す
る
こ
と
が
で
き
る

委

。

第
四
号
に
該
当
す
る
事
由
の
有
無
に
係
る
も
の
を
除
く

）
を
付
し
て
、

。

２

行
政
庁
は
、
前
項
の
勧
告
を
し
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

た
だ
し
、
委
員
会
が
諮
問
を
要
し
な

員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
り
、
そ
の
勧
告
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
も
の
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

行
政
庁
は
、
第
一
項
の
勧
告
を
受
け
た
公
益
法
人
が
、
正
当
な
理
由
が
な

一

略



- 2 -

第
二
十
八
条
第
一
項
の
勧
告
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は

く
、
そ
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
益
法
人
に

二

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
の
取
消

対
し

そ
の

、

。

４

行
政
庁
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定

（
次
に

し
（
以
下
「
監
督
処
分
等
」
と
い
う

）
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

。

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

掲
げ
る
場
合
を
除
く

）
。

５

行
政
庁
は
、
第
一
項
の
勧
告
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
よ
う

イ

監
督
処
分
等
を
受
け
る
公
益
法
人
が
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
又

と
す
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
事
由
の

は
第
四
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

有
無
に
つ
い
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

第
十
三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

一

第
五
条
第
一
号
、
第
二
号
若
し
く
は
第
五
号
、
第
六
条
第
三
号
若
し
く

出
又
は
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
産
目
録
等
の
提
出
を
し

は
第
四
号
又
は
次
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
事
由
（
事
業
を
行
う
に

な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
監
督
処
分
等
を
し
よ
う
と
す
る
場
合

当
た
り
法
令
上
許
認
可
等
行
政
機
関
の
許
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に

ハ

第
四
十
六
条
第
一
項
の
勧
告
に
基
づ
い
て
監
督
処
分
等
を
し
よ
う
と

限
る

）

許
認
可
等
行
政
機
関

す
る
場
合

。

二

第
六
条
第
一
号
ニ
又
は
第
六
号
に
規
定
す
る
事
由

警
察
庁
長
官
等

２

略

三

第
六
条
第
五
号
に
規
定
す
る
事
由

国
税
庁
長
官
等

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
処
分
、
第
二
十
八
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
又
は
第
二
十
九
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三

行
政

（
公
益
認
定
の
取
消
し
）

号
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
の
取
消
し
に
つ
い
て
の

不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
に
よ
る
異
議
申
立
て
に

第
二
十
九
条

行
政
庁
は
、
公
益
法
人
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

そ
の
公
益
認
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
す
る
決
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
委

は
、

一

第
六
条
各
号
（
第
二
号
を
除
く

）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た

た
だ
し
、
委
員
会
が
諮
問
を
要
し
な

。

員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
き
。

い
も
の
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
公
益
認
定
、
第
十
一
条
第
一
項
の
変

一

異
議
申
立
て
が
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
す
る
場
合

更
の
認
定
又
は
第
二
十
五
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
。

二

異
議
申
立
て
を
し
た
一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
公

三

正
当
な
理
由
が
な
く
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
い

益
法
人
が
第
六
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合

と
き
。

三

第
一
項
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
理
由
に
よ
る
監
督
処
分
等
に
つ

四

公
益
法
人
か
ら
公
益
認
定
の
取
消
し
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
。

い
て
の
異
議
申
立
て
で
あ
る
場
合

そ
の
公

２

行
政
庁
は
、
公
益
法
人
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、

（
答
申
の
公
表
等
）

益
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
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一

第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
き

第
四
十
四
条

、
内
閣
府

。

委
員
会
は
、
諮
問
に
対
す
る
答
申
を
し
た
と
き
は

二

前
節
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
き
。

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
内
容
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

前
二
号
の
ほ
か
、
法
令
又
は
法
令
に
基
づ
く
行
政
機
関
の
処
分
に
違
反

２

委
員
会
は
、
前
項
の
答
申
を
し
た
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
当

し
た

と
き
。

該
答
申
に
基
づ
い
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

３

前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
の
取
消
し
を

る
。

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４

行
政
庁
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
益
認
定
を
取
り
消
し

（
合
議
制
の
機
関
へ
の
諮
問
）

第
四
十
三
条
（
第
二
項
を
除
く

）
の
規
定
は
、
都
道
府
県
知

た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け

第
五
十
一
条

。、

「

、

れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て

同
条
第
一
項
中

付
し
て

事
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

５

第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け

委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
付
し
て
、
第
五
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
合
議
制

（

「

」

。
）
」

、

た
公
益
法
人
は
、
そ
の
名
称
中
の
公
益
社
団
法
人
又
は
公
益
財
団
法
人
と
い

の
機
関

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

合
議
制
の
機
関

と
い
う

と

う
文
字
を
そ
れ
ぞ
れ
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
と
変
更
す
る
定
款

同
項
た
だ
し
書
中
「
委
員
会
が
」
と
あ
る
の
は
「
合
議
制
の
機
関
が
政
令
で

の
変
更
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

定
め
る
基
準
に
従
い
」
と
、
同
項
第
二
号
ハ
中
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と

６

行
政
庁
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
益
認
定
の
取
消
し
を

あ
る
の
は
「
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
、

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
公
益
法
人
の
主
た
る
事
務
所
及
び
従
た
る

同
条
第
三
項
中
「
委
員
会
に
」
と
あ
る
の
は
「
合
議
制
の
機
関
に
」
と
、
同

事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
登
記
所
に
当
該
公
益
法
人
の
名
称
の
変
更
の

項
た
だ
し
書
中
「
委
員
会
が
」
と
あ
る
の
は
「
合
議
制
の
機
関
が
政
令
で
定

登
記
を
嘱
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
る
基
準
に
従
い
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

前
項
の
規
定
に
よ
る
名
称
の
変
更
の
登
記
の
嘱
託
書
に
は
、
当
該
登
記
の

（
答
申
の
公
表
等
）

原
因
と
な
る
事
由
に
係
る
処
分
を
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
な

第
五
十
二
条

第
四
十
四
条
の
規
定
は
、
合
議
制
の
機
関
に
つ
い
て
準
用
す

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
内
閣
総
理
大
臣
」
と
あ
る
の

は

「
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

、

（
公
益
認
定
の
取
消
し
等
に
伴
う
贈
与
）

第
三
十
条

略






